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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、公正かつ透明な企業活動を行うことを経営の基本とし、
この方針を支えるコーポレートガバナンスの重要性を充分認識し、経営の公正性・透明性を確保するとともに、迅速な意思決定の維持・向上に努
めます。

　当社は、実効性のあるコーポレートガバナンス体制として権限と責任を明確にした意思決定とこれを監視、評価する体制を整備し、より良いコー
ポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取組みます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２（４）．株主総会における権利行使】

・議決権の電子行使については、株主の利便性も考慮しながら、今後の検討事項としております。

・当社の外国人株式保有比率は５％未満であることから、現時点では招集通知の英訳は行っておりませんが、今後外国人株式保有比率が１０％
を超えた段階で検討を進めてまいります。

【補充原則３－１（２）．情報開示の充実】

・当社の外国人株式保有比率は５％未満であることから、現時点では英語での情報の開示・提供は行っておりませんが、今後外国人株式保有比
率が１０％を超えた段階で検討を進めてまいります。

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

・当社の取締役会は、現在、取締役９名（監査等委員である取締役３名を含む。いずれも男性で日本国籍を有する者である。）で構成されており、
優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運営されております。取締役会の構成メン
バーについては、経営、営業、技術、財務・会計、法律等の専門性や異なるバックグラウンド・経験等を考慮したものとなっております。しかしなが
ら、ジェンダーや国際性の面における多様性という点では課題があると認識しております。今後、女性及び外国国籍の取締役人財の確保に向け
た検討を鋭意進めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

当社の政策保有に関する基本方針及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針は以下のとおりです。

＜政策保有に関する基本方針＞

当社は、取引先との事業上の関係を維持・強化することにより、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合は、政策保有株式
を保有することができるものとします。当社は、取締役会において、毎年、当該政策保有株式について資本コスト等を基準にリスクとリターンを勘案
した中長期的な経済合理性等を検証します。

＜政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針＞

当社は、政策保有株式の議決権行使について、必要に応じて社外取締役からも意見を聴取するなどし、当該取引先の状況を個別に精査し、議案
への賛否を判断します。当該判断において、主に取締役等役員選任、剰余金処分、財務構成、組織・事業内容変更については、当該取引先との
事業上の関係の維持・強化に資するかどうか、当社の企業価値を毀損させる可能性がないか、また社会的責任の評価、その他株主に対する背信
的行為の有無についても考慮し、判断することとします。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

当社は、当社取締役との間で取引を行う場合、その他会社法に定める利益相反取引に該当する取引を行う場合には、取締役会規程の定めに従
い取締役会の承認を得ることとしております。また、取締役は、自らに関して利益相反に係る問題（潜在的なものを含む。）が生じた場合には、速や
かに取締役会に報告し、取締役会の承認を得ることとしております。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金担当組織が
運用機関に対するモニタリング等の適切な活動を実施できるよう、必要な経験や資質を備えた人財を配置するとともに、その育成に努めておりま
す。

【原則３－１．情報開示の充実】

（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社ホームページにおいて、経営理念及び中期経営計画を掲載しております。

経営理念：（https://www.yashimadenki.co.jp/company_principles.php）

中期経営計画：（https://www.yashimadenki.co.jp/company_midterm.php）

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針は以下のとおりです。

＜コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針＞

①．当社は、当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、公正かつ透明な企業活動を行うことを経営の基本と
し、この方針を支えるコーポレートガバナンスの重要性を充分認識し、経営の公正性・透明性を確保するとともに、迅速な意思決定の維持・向上に



努めます。

②．当社は、実効性のあるコーポレートガバナンス体制として権限と責任を明確にした意思決定とこれを監視、評価する体制を整備し、より良い
コーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取組みます。

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

・本報告「II１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

・経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名に当たっては、客観性及び透明性を高めるために指名・報酬諮問委員会の審議及び助言・提言を踏
まえ、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有しており、的確かつ迅速な意思決定が実施できる者を、取締役会により総
合的に判断したうえで指名しております。

・経営陣幹部の解任に当たっては、客観性及び透明性を高めるために指名・報酬諮問委員会の審議及び助言・提言を踏まえ、役員任務遂行が困
難な事情が生じた場合、取締役会により総合的に判断したうえで解任することとします。

（５）経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

・取締役候補の個々の選任・指名の理由は、監査等委員でない取締役については、2019年６月４日付け発送の第75期定時株主総会招集ご通知
に記載した株主総会参考書類を、監査等委員である取締役については、2018年６月５日付け発送の第74期定時株主総会招集ご通知に記載した
株主総会参考書類をそれぞれご参照ください。

【補充原則４－１（１）．取締役会の役割・責務（１）】

当社は、取締役会規程、経営会議規程、上席執行役員規程及び職務権限規程において、取締役及び経営陣の責任範囲を明確に定めておりま
す。その概要は以下のとおりです。

１．取締役会における決議事項

（１）経営の基本に関する事項、（２）株式に関する事項、（３）株主に関する事項、(４）決算に関する事項、（５）役員に関する事項、（６）人事・組織に
関する事項、（７）資産に関する事項、（８）資金に関する事項

２．経営会議における審議事項

（１）取締役会に付議する事項、（２）社長決裁事項のうち必要と認める事項、（３）部門長及び担当取締役決裁事項のうち必要と認める事項、（４）
その他日常業務に関する重要な事項

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、以下各号のいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する
こととします。

（１）当該社外取締役本人が、当社又は当社子会社の業務執行取締役又は従業員である、又はあった場合

（２）当該社外取締役の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族又は生計を共にする者が、現在又は過去５年において、当社又は当社子会社の
取締役、監査役又は業務執行役員である、又はあった場合

（３）当該社外取締役が、現在、取締役、監査役、執行役又は従業員である会社と当社又は当社子会社との取引金額が、過去５事業年度のうちい
ずれかの１事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える場合

（４）当該社外取締役が、過去５事業年度のうちいずれかの１事業年度において、コンサルタント、会計専門家又は法律専門家として、当社から直
接的に役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合

（５）当該社外取締役が、当社からの寄付金が、過去５事業年度のうちいずれかの１事業年度において、1,000万円を超える法人・組合等の団体の
役員又は従業員である場合

（６）当該社外取締役が、当社の10%以上の議決権を保有している株主（法人の場合は、当該法人の役員又は従業員）である場合

【補充原則４－１１（１）．取締役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、現在、取締役９名（監査等委員である取締役３名を含む）で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに
高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運営されております。そのメンバーについては、経営、営業、技術、財務・会計、法律等の専門
性や異なるバックグラウンド・経験等を考慮し、取締役会全体としての多様性及びバランスが確保されるよう努めております。

【補充原則４－１１（２）．取締役会の実効性確保のための前提条件】

監査等委員でない取締役の兼職の状況について特記すべき事項はありません。また、監査等委員である取締役の兼職の状況については、第75
期有価証券報告書に記載した役員の状況をご参照ください。

【補充原則４－１１（３）．取締役会の実効性確保のための前提条件】

当社では、監査等委員である取締役を含む全取締役を対象として、取締役会の実効性について自己評価アンケートを行っております。

2018年度においては、取締役会の構成、意思決定プロセス、議案の数・内容・審議時間等の運営状況、職務の遂行状況等を確認した結果、問題
となる事項は認められず、当社の取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認しております。

当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、今後も最適なコーポレートガバナンス体制を構築すべく、取締役会の実効性の向上に努めてまいり
ます。

【補充原則４－１４（２）．取締役のトレーニング】

当社グループの取締役に対するトレーニングに関する基本方針は以下のとおりです。

＜取締役に対するトレーニングに関する基本方針＞

当社は、新任の取締役を、就任後、外部機関による研修プログラムに参加させるとともに、当社グループの経営戦略、財務状況その他の重要な
事項につき最高経営責任者又はその指名する業務執行取締役が説明を行います。また、取締役に対し、役員勉強会を定期的に開催し、担当分
野以外の知識を習得する場を設けるほか、取締役に対して、各種協会や諸団体等が実施する各種セミナーや研修情報を提供し、派遣する等のト
レーニングを行います。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社の株主との建設的な対話を促進するための方針は以下のとおりです。

＜株主との建設的な対話を促進するための方針＞

（１）当社は、株主との対話の窓口としてIR広報部署を設置し、IR管掌役員を、株主との対話全般について統括する責任者として指名します。

（２）当社は、株主との対話を促進するため、社内の各部署において課題を共有し、適宜会議を設定するなどして、適切な担当部署での検討を実
施できる体制を整備します。

（３）当社は、法定開示情報の他、株主へ当社の状況を報告するとともに、株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報を適宜開示しま
す。また、当社は、適宜株主に当社の情報を開示できる場として、株主総会及び決算説明会、個人投資家向けＩＲイベント、その他IRミーティングな
ど、株主と課題を共有できる場を設け、株主のニーズを把握し、適切に対応します。

（４）当社は、株主との対話において把握したご意見・ご懸念を、都度、経営陣幹部や取締役会に対してフィードバックする体制を整備します。

（５）当社は、株主から個人的な面談の要求があった場合、IR管掌役員においてその合理性を判断し、対応することとします。



（６）当社は、株主に対する情報開示に当たっては、当社の「内部情報等管理規程」に従い、取扱うこととします。また、インサイダー情報の取扱い
についての社内研修等を実施し教育を行い、その管理を徹底します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

公益財団法人八洲環境技術振興財団 1,430,000 6.63

八洲電機従業員持株会 717,559 3.33

落合　憲 637,900 2.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 598,200 2.77

日立グローバルライフソリューションズ株式会社 487,500 2.26

特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 443,000 2.05

株式会社日立産機システム 400,000 1.85

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 383,700 1.78

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 350,000 1.62

株式会社伊予銀行（常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社） 350,000 1.62

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

特になし。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員

数
1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数
10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 23 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

宮　直仁 公認会計士

黒﨑　猛 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

宮　直仁 ○ ○
宮直仁公認会計士事務所

（株）ツクイ社外取締役（監査等委員）

宮直仁氏は、公認会計士として監査法人、会
計事務所及び社外監査役における豊富な経験
と財務及び会計に関する相当程度の知見を有
していることから、監査等委員である社外取締
役の職務を適切に遂行いただけるものと判断
し、選任したものであります。また、当社との取
引関係においては、その意思決定に対し影響
を与えないと判断し、特別な利害関係がないこ
とから独立役員に指定しております。



黒﨑　猛 ○ ○

黒﨑猛氏は、当社と取引があるＪＸＴＧエ
ネルギー（株）の出身ですが、2018年3月
にJXTGエネルギー（株）の顧問を退職して
おります。

黒﨑猛氏は、ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）の取
締役（2010年7月～2017年3月）とＪＸホールディ
ングス（株）の取締役（2016年6月～2017年6月）
として、長年に渡り企業経営に携わり、豊富な
経験と高い見識を有していることから、監査等
委員である社外取締役の職務を適切に遂行い
ただけるものと判断し、選任したものでありま
す。また、当社の取引関係においては、その意
思決定に対し影響を与えないと判断し、特別な
利害関係がないことから独立役員に指定して
おります。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　当社は、監査等委員会担当部署に所属の従業員、並びに監査等委員会及び監査等委員の職務を補助することとなった従業員の人事異動・人
事評価・懲戒処分等について監査等委員会の事前の同意を得ることとしています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当社は、監査等委員会及び監査等委員が、取締役又は会計監査人との間で、意見及び情報の交換を行う場を提供しております。

　さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告
を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。

　監査等委員会監査につきましては、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委
員会は会計監査人及び監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。

　内部監査は、専任組織である監査担当部署（６名）が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締
役社長に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を
行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

4 0 2 2 0 0 なし

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

4 0 2 2 0 0 なし

補足説明

　指名・報酬諮問委員会は、指名委員会・報酬委員会双方に類似した機能を担っており、取締役の選任・解任議案、代表取締役及び役付取締役
の選定・解任、上席執行役員の選任・解任並びに取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び上席執行役員の報酬等に関して、取締役会へ助
言・提言します。

【独立役員関係】



独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を、全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績の反映と株主との価値共有という観点から、業績連動報酬と固定報酬並びに譲渡制
限付株式の付与による株式報酬で構成しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬で構成しております。

　取締役の報酬限度額は、2016年６月24日開催の株主総会決議により、監査等委員でない取締役は年額250百万円、監査等委員である取締役
は年額60百万円としております。また、2018年６月26日開催の株主総会決議により、監査等委員でない取締役は譲渡制限付株式の付与による株
式報酬制度のために支給する金銭報酬債権の報酬限度額を年額30百万円としております。

　なお、業績連動報酬は、全社の業績及び本人の役割に応じた功績評価に基づき決定しており、業績を測る指標として当社の重要な経営指標で
ある連結経常利益を選択しております。株式報酬は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に向けての意欲を一層高めるため、譲渡制限付株
式を役位と当社の業績等に応じて所定の枠内で付与しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）に支払った報酬等の総額は、６人に対し186百万円、監査等委員（社外取締役を除く。）に支払った
報酬等の総額は、２人に対し12百万円、社外役員に支払った報酬等の総額は、３人に対し、21百万円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．役員ごとの連結報酬等の総額等

　　　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

２．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

　　　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績の反映と株主との価値共有という観点から、業績連動報酬と固定報酬並びに譲渡

制限付株式の付与による株式報酬で構成されています。また、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬で構成しております。

　取締役の報酬限度額は、2016年６月24日開催の株主総会決議により、監査等委員でない取締役は年額250百万円、監査等委員である取締役
は年額60百万円としております。また、2018年６月26日開催の株主総会決議で、譲渡制限付株式の付与による株式報酬制度のために支給する金
銭報酬債権の報酬限度額を年額30百万円としております。

　取締役の報酬の決定については、その半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を開催し、適切な助言・提言を行っており
ます。役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動は、取締役会は2018年６月26日、指名・報酬諮問委
員会は2018年５月29日に開催しております。

　取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、それぞれ株主総会で決議された報酬総額の範囲
で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の決議により、また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取
締役の協議により決定しております。

　なお、業績連動報酬は、全社の業績及び本人の役割に応じた功績評価に基づき決定しており、業績を測る指標として当社の重要な経営指標で
ある連結経常利益を選択しております。株式報酬は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に向けての意欲を一層高めるため、譲渡制限付株
式を役位と当社の業績等に応じて所定の枠内で付与しております。

【社外取締役のサポート体制】



　社外取締役に対して、取締役会の議案を訪問するなどして事前に配布するとともに、事前に説明を行っております。

また、経営会議等重要な会議で審議された内容を説明する等により、情報の共有化を図っております。

さらに、監査等委員会事務局を設置し、専従のスタッフを配属しており、監査等委員である社外取締役の業務をサポートしております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

落合　憲 相談役 経営全般に対する助言 非常勤、報酬有 2017/3/31 １年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　取締役会は、原則毎月１回、さらに必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議・決定しております。業務執行につきましては、経
営会議において業務執行の前提となる重要事項を審議し、必要に応じて取締役会に付議しております。なお、経営会議は、代表取締役及び上席
執行役員等で構成しております。

　監査等委員会は、定期的さらに必要に応じて臨時に開催することとしております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、議決権
を行使するとともに、重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。

　さらに、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役４名（うち社外独立取締役２名を含む。）で
構成し、取締役の選任・解任議案、代表取締役及び役付取締役の選定・解任、上席執行役員の選任・解任並びに取締役（監査等委員である取締
役を除く。）及び上席執行役員の報酬等に関して、各手続きの透明性・客観性を担保することを目的に、取締役会に先立ち必要に応じて開催して
おります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、公正かつ透明な企業活動を行うことを経営の基本とし、
この方針を支えるコーポレート・ガバナンスの重要性を充分認識し、経営の公正性・透明性を確保するとともに、迅速な意思決定の維持・向上に努
めます。

　当社は、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制として権限と責任を明確にした意思決定とこれを監視、評価する体制を整備し、より良いコー
ポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取組みます。

　当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。

　現在の取締役は、９名で、うち監査等委員である取締役が３名(社外取締役２名含む。)となっております。なお、当社の定款で規定している取締
役の員数は、取締役(監査等委員である取締役は除く。)が18名以内、監査等委員である取締役が５名以内となっております。

　また、監査等委員である取締役との間で会社法第427条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限
度額は、同法第425条第１項に定める金額の合計額としております。

　さらに、当社では業務の「執行」と「監督」の役割を一層明確化させ、各機能の強化を図るため上席執行役員制度を導入しております。上席執行
役員は、取締役会で選任・解任され、当社との間で締結する委任契約に基づき業務執行を行う者で、任期は1年としております。これにより、業務
執行機能の拡充と意思決定の迅速化を進めるとともに、取締役会の役割を経営方針の決定及び業務執行の監督にさらに集中し、コーポレート・ガ
バナンスの強化を図っていきます。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定発送日より、株主総会招集通知の発送を早めております。

集中日を回避した株主総会の設定 定時株主総会日を早める努力をしております。

電磁的方法による議決権の行使 株主の利便性も考慮しながら、今後の検討事項としております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社の外国人株式保有比率は５％未満であることから、現時点では招集通知の英訳は
行っておりませんが、今後外国人株式保有比率が10％を超えた段階で検討を進めてまい
ります。

その他
株主の皆様への早期情報開示の観点から、当社ホームページに株主総会招集通知を発
送前に掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページに掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向けに会社説明会を開催しております。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載 決算短信などの資料を当社ホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画本部 ＩＲ広報部を設置しております。

その他
株主様宛に年２回「株主通信」を作成し、送付しております。

個人投資家を対象としたＩＲイベントに出展しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ステークホルダーの立場を尊重することを反映した八洲グループ行動規範を定めておりま
す。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、2001年７月13日にＩＳＯ１４００１の認証を取得しております。また、「環境方針」を策
定し、「八洲電機は事業活動を行う上で、地球環境の保全を必須の課題と認識し、地球温
暖化の防止・生物多様性の保全など地球規模の環境問題に常に関心をもち、持続可能な
社会の実現のために貢献していきます。」という基本理念のもと、環境に配慮した製品及び
サービスの提供や緑の募金など環境への貢献活動を実施しております。

また、環境と社会への取り組みを一冊にまとめた「八洲のＣＳＲレポート2019」を発行してお
ります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「内部情報等管理規程」「株式等に関する内部者取引防止細則」を定めております。



その他

【健康経営宣言について】

当社では、これまで従業員と家族の健康保持・増進のため、生活習慣病対策やメンタルヘ
ルス対策などの各種施策に取組んでまいりました。より一層この取組みを強化するとともに
「働き方改革」や「ダイバーシティマネジメント」と連携しながら「健康経営」を推進するため、
「八洲電機健康経営宣言」を制定し、以下の重点施策に取組んでおります。

＜健康経営宣言＞

当社は、「社会に信用・信頼される会社」「社会に奉仕する会社」「社会に協力・協調する会
社」（「信・愛・和」）を経営理念に、経営ビジョンである「クオリティーの高いサービスを通じお
客様と共に価値を創造するベストプランナーとして環境配慮型社会に貢献する」ため、従業
員が健康であること、そして健康的に働くということが、重要な経営課題であるととらえてい
ます。従業員の健康を積極的に支援する健康経営の推進を通じて、組織の活性化や生産
性の向上を図り、その先にある社会に貢献することを宣言します。

＜重点施策＞

（１）からだの健康

・運動機会の増進

・喫煙者の減少

（２）職場の健康

・所定時間外労働時間の更なる減少

・有給休暇取得率の更なる向上

（３）こころの健康

・産業保健スタッフ拡充による健康相談の利用促進

【「健康経営優良法人2019（ホワイト500）」に認定】

当社は、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人認定制度」において、
従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取組んでいる法人として、2019
年２月21日に「健康経営優良法人2019（ホワイト500）」に認定されました。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．当社及びグループ会社の取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　(1)当社は、グループ各社とともに、市民生活との調和を図りつつ、公正かつ適切な経営を実現するため、法令、定款及び社会規範・倫理（以下、
「法令等」と総称する。）並びに「経営理念」及び「八洲グループ行動規範」の遵守を徹底するとともに、その浸透を図る。

　(2)当社は、当社及びグループ各社の取締役(当社の上席執行役員を含む。以下、同じ。)及び従業員（執行役員を含む。以下、同じ。）の職務の
執行が法令等並びに「経営理念」及び「八洲グループ行動規範」に適合することを確保し、その徹底を図るために、コンプライアンス委員会（委員
長:当社代表取締役社長）の運営と社内教育を行う。

　(3)当社は、「内部通報規程」に基づき、当社及びグループ各社の従業員が、当社及びグループ各社における法令等の違反を含むコンプライアン
ス違反に関する事実を発見した場合に、当社又はグループ各社のコンプライアンス担当部署及び当社監査等委員会並びに外部通報窓口に通報
する内部通報制度を設け、コンプライアンス違反行為の早期発見と是正を行うとともに、通報者の保護に特段の配慮をする。

　(4)当社内部監査部署は、当社及びグループ各社の職務の執行が法令等に適合しているかにつき内部監査を行い、改善すべき事項を明確にし
た上で、助言や勧告を行うとともに、監査結果について社長及び監査等委員会に報告する。社長は、担当する取締役及びグループ会社社長にそ
の改善を指示するとともに、当該会社が当社の場合は監査等委員会、グループ会社の場合は当該グループ会社の取締役会及び当社監査等委
員会に報告する。

　(5)当社は、グループ各社とともに、金融商品取引法に対応するため、財務報告に影響を与える可能性のある勘定科目及び拠点を選定し、その
業務プロセス等の整備・運用状況を評価し、財務報告の適正性及び信頼性を確保する。

　(6)当社及びグループ各社の取締役は、職務執行確認書を作成することにより、その職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認し、こ
れを当社監査等委員会に提出し、当社グループにおける取締役の職務執行監督及び当社監査等委員会の監査に供する。なお、グループ各社の
代表取締役は、当該グループ会社における職務執行の適法性を担保するために、当社社長宛にコンプライアンス宣誓書を提出する。

２．当社取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する事項

　取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する事項は、「文書管理規程」に従って行い、取締役及び監査等委員会は、かかる情報
を常時閲覧可能とする。

３．当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、グループ各社とともに、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会（委員長：当社代表取締役社長）を中心として、当社及びグループ
各社の経営に影響を及ぼすおそれのある経営リスク・事業リスク等を総合的に認識し、評価するとともに、リスク管理体制をなお一層整備する。な
お、リスク管理体制の整備には、経営に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合にも対応できる体制を含む。

４．当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(1)当社及びグループ各社は、取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し機動的な意思決定を行う。なお、当社は、取締
役会を月１回以上開催する。

　(2)当社及びグループ各社は、取締役会において経営機構、代表取締役及びその他の職務執行を担当する取締役の職務分掌を定め、代表取締
役及び各職務担当取締役に職務の執行を行わせる。

　(3)当社及びグループ各社は、業務執行取締役等で構成される経営会議等を設置し、職務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から定期
的に協議し審議する。なお、当社は、経営会議を月１回以上開催する。

　(4)当社は、グループ各社とともに、グループとしての中期経営計画を策定し、これを具体化するため、毎事業年度ごとにグループ全体の予算方
針及び重点戦略等を定める。

５．当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制

　当社は、グループ会社の管理について、「関係会社等管理規程」に基づき適切に推進する。また、当社は、グループ各社への内部監査を実施
し、グループ各社の業務全般にわたる適正性を確保する。

６．当社グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　(1)グループ各社は、「関係会社等管理規程」の報告事項に定めた決算書、経営計画書、月次決算書、その他必要と認めた書類について定期的
に当社へ報告を行う。

　(2)当社は、グループ各社の社長が出席するグループ会社報告会を定期的に開催するとともに、グループ各社において重要な事象が発生した場
合には、グループ各社の社長は、当該事象について当社社長及び関係取締役に報告を行う。

７．当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助する専属の部署（以下「監査等委員会担当部署」という。）を設置する。また、当社は、監査等委員会がその
職務を補助すべき取締役を必要とするときは、当該取締役に申し出ることとし、さらに、そのほかに補助者を必要とするときは、補助者となるべき
従業員の所属する部署の担当取締役にその旨を連絡し、当該取締役は速やかに必要な措置を講じる。

８．前項の取締役及び従業員の当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

　当社は、監査等委員会担当部署に所属の従業員及び前項により職務を補助することとなった従業員の人事異動・人事評価・懲戒処分等につい
て監査等委員会の事前の同意を必要とする。

９．第７項の取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会担当部署に所属の従業員及び第７項により職務を補助することとなった取締役及び従業員は、その職務を補助する限りにおいて
監査等委員会又は監査等委員の指揮命令に従わなければならない。

10．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を
受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制

　(1)当社は、監査等委員会と協議の上、取締役及び従業員が監査等委員会に報告すべき事項を「取締役会規程」で定める。なお、取締役は、そ
の定められた事項について監査等委員会に報告するとともに、その他、当社又はグループ各社の業務又は業績に影響を与える重要な事項につ
いて監査等委員会に都度報告する。

　(2)当社の取締役及び従業員並びにグループ各社の取締役、監査役及び従業員は、当社の監査等委員会からその職務の執行に資する情報に
ついて報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。



11．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社は、当社監査等委員会への報告を行った前項の者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社
の取締役及び従業員に、並びにグループ各社の取締役、監査役及び従業員に周知徹底する。

12．当社監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理にかかる方針に関する事項

　監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払い又は償還の手続き、その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務については、当社が監査等委員会の職務の執行に必要でないと証明をした場合を除き、処理するもの
とする。

13．その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　(1)当社は、監査等委員会に対し、重要な決裁書類を供覧し、監査等委員会がいつでも経営情報をはじめとする各種の情報を取得できる体制を
とる。

　(2)当社は、監査等委員会及び監査等委員が、取締役又は会計監査人との間で、意見及び情報の交換を行う場を提供する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　１．当社は、「八洲グループ行動規範」に基づき、グループ各社とともに、反社会的勢力との関係遮断を遂行するための体制をとる。また、取引先
については、取引開始時及び必要の都度、反社会的勢力でないことを確認する。

　２．当社は、グループ各社とともに、反社会的勢力には毅然とした対応をするが、反社会的勢力又は反社会的勢力の疑いがある者との接触が生
じた場合には、速やかに警察当局及び顧問弁護士等に通報・相談して、社会的非難を受けることがないように適切に対応する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示に係る社内体制の状況は次のとおりであります。

１．決定事実に関する情報の取扱い

当社は、適時開示規則の決定事実に該当する重要事項の機関決定は、原則として取締役会（毎月１回及び必要に応じ随時開催）が行います。

重要事項を決定した場合、情報開示担当役員の指示により開示規則に従い適切な時期に、情報開示担当部門より速やかに開示します。

２．発生事実に関する情報の取扱い

当社及びグループ会社に係わる発生事実は、情報集約担当部門を通じて、情報開示担当役員の下で一元管理する体制をとっております。

各部門の管理責任者及びグループ会社の代表者は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点で直ちに、情報集約担当部門に報告しま
す。

情報集約担当部門は必要な情報・資料を収集し事実関係を迅速に把握し、内部情報等管理規程及び関連諸法令等に基づき、また任意開示の是
非も考慮したうえで、情報開示担当役員と協議し開示要否の判断を行います。

情報開示担当役員は、取締役会に報告し、承認（緊急の場合は代表取締役の承認）を得たうえで情報開示担当役員の指示により情報開示担当
部門より速やかに開示します。

３．決算に関する情報の取扱い

(1)本決算

経営統括部門長は会計データに基づく決算資料と、経営企画部門が作成した定性情報及び翌期の業績予想に基づいて決算短信を作成します。

決算短信は経営会議を経て、取締役会へ付議されます。

取締役会は経営統括部門長の説明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。

情報開示担当役員は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開示します。

(2)四半期決算

経営統括部門長は会計データに基づく決算資料と、経営企画部門が作成した定性情報及び翌期の業績予想に基づいて四半期決算短信を作成し
ます。

四半期決算短信は経営会議に付議されます。

経営会議は経営統括部門長の説明のもとに審議し、四半期決算短信の開示内容の適否を判断します。

情報開示担当役員は、代表取締役の承認に基づき速やかに四半期決算短信を開示します。

(3)業績予想の修正について

経営統括部門長は、業績データ及び業績に関連する情報に基づく通期及び各四半期累計の業績見通しを四半期ごとに策定します。

また、売上、コスト、経費等業績に大きな影響が見込まれる状況が発生した場合は、随時策定します。

経営統括部門長は、その時点における業績見通しとそれまでに公表した直近の業績予想との差異が、適時開示規則の軽微基準に該当か否か、
軽微基準内であっても開示の必要性がないかどうかについて検討し、取締役会に対し、業績予想の修正に関する適時開示の要否を付議します。

開示必要と決定した場合、取締役会は情報開示担当役員に速やかに開示するよう指示します。

なお、緊急の場合は、代表取締役が開示要否の判断を行います。






